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尼コ第２４３号－１０ 

 

 

裁   決   書 

 

 

審査請求人 社会福祉法人Ｘ1  

理事長 Ｘ2    

 

処分庁   尼崎市長    

 

 

 処分庁尼崎市長（以下「処分庁」という。）による令和６年４月１日付け固定資産税・

都市計画税課税額決定処分に対し、審査請求人が令和６年４月３０日付けで提起した審査

請求（令和６年度審査請求第７号。以下「本件審査請求」という。）について、次のとお

り裁決する。 

 

主   文 

 

本件審査請求を棄却する。 

 

 

事案の概要 

 

１ 関係法令等の定め 

（１）固定資産税及び都市計画税について 

   固定資産税及び都市計画税（以下「固定資産税等」という。）は、地方税法（昭和

２５年法律第２２６号。以下「法」という。）その他の法令の規定（法第３４８条、

第７０２条の２等）により非課税とされている場合を除き、固定資産（都市計画税に

あっては、都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第７条第１項に規定する市街化

区域等内に所在する土地及び家屋に限る。）について、原則として、その所有者に対

して課することとされており（法第３４２条第１項、第３４３条第１項及び第７０２

条第１項並びに尼崎市市税条例（昭和２５年尼崎市条例第６１号。以下「条例」とい

う。）第３６条第１項及び第１０７条第１項）、固定資産の所有者とは、原則として、

固定資産税等を課する年度の初日の属する年の１月１日（賦課期日）時点において不

動産登記簿に所有者として登記されている者をいうこととされている（法第３４３条

第２項、第３５９条及び第７０２条第２項並びに条例第３６条第２項、第４４条及び

第１０７条第２項）。 

（２）固定資産税等の非課税について 
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   固定資産税等が非課税とされる固定資産の一つとして、児童福祉施設（児童福祉法

第７条第１項に規定する児童福祉施設をいう。以下同じ。）の用に供する固定資産が

挙げられている（法第３４８条第２項第１０号の３及び第７０２条の２第２項並びに

地方税法施行令（昭和２５年政令第２４５号）第４９条の１２第２項）。 

（３）固定資産税等の減免について 

   固定資産税の減免は、同税の賦課があった場合において、天災その他特別の事情に

よる納税義務者の担税力の減少、公益上の必要性等の減免要件を満たすときに限り、

原則として納税義務者の申請に基づき行うが、公益上の必要性がある等一定の減免要

件を満たすことが明らかな場合は、当該申請を待たずに行うことができる（法第３６

７条及び条例第４８条）。そして、固定資産税を減免したときは、当該納税義務者に

係る都市計画税についても、当該固定資産税に対する減免額の割合と同じ割合によっ

て減免されたものとすることとされている（法第７０２条の８第７項及び条例第１１

３条）。 

 

２ 審査請求に至る経緯 

（１）令和６年度分の固定資産税等の賦課期日である令和６年１月１日（以下「本件賦課

期日」という。）時点において、審査請求人は、本件審査請求に係る土地（以下「本

件土地」という。）の所有者として、不動産登記簿に登記されていた。 

（２）処分庁は、本件賦課期日の数日前に、その補助職員に本件土地の現況を現地におい

て確認させ、さらに、令和５年１２月２３日、処分庁の委託事業者に本件土地を含む

尼崎市の区域について航空写真を撮影させた。 

（３）令和６年３月３１日、処分庁は、本件土地について、課税すべき固定資産として、

法第３８８条第１項の固定資産評価基準に基づき、令和６年度分の評価額を決定し、

当該評価額等、同年度分の課税標準額等を同年度分の固定資産課税台帳に登録した。 

（４）処分庁は、本件土地に係る令和６年度分の固定資産税等（以下「本件固定資産税等」

という。）について、固定資産税額を５２３，４００円と、都市計画税額を１１２，

１００円とする令和６年４月１日付けの納税通知書及び課税明細書を審査請求人に送

付し、本件処分を行った。 

（５）令和６年４月３０日付けで、審査請求人は、処分庁に対し、本件処分を不服として、

その取消しを求めて本件審査請求をした。 

 

 

審理関係人の主張の要旨 

 

１ 審査請求人の主張 

（１）審査請求人は、Ａ施設の運営事業者に選定され、本件土地でＡ施設建設を進めてい

たところ、資産税課より本件土地に対して本件固定資産税等が賦課処分された。本件

土地については、使用目的として児童福祉施設に使用することがすでに決定している

ため、「児童福祉施設の用に供する固定資産」（法第３４８条第２項第１０号の３）と

取り扱うべきである。 
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（２）審査請求人は、公共の利益を目的とした事業を実施するために設立された社会福祉

法人であり、この点からもＡ施設運営事業は公共事業に当たるため、本件土地につい

ては令和５年１０月１３日の時点で公共事業の対象用地として使用収益ができない土

地となり、仮に、非課税でないとしても、条例第４８条第１項第５号の「公共事業実

施のため使用収益することができなくなった土地」に該当し、固定資産税等の減免が

行われるべきである。 

 

２ 処分庁の主張 

（１）固定資産税の非課税要件である法第３４８条第２項第１０号の３の「児童福祉施設

の用に供する固定資産」とは、その文理に即して厳格に解釈されるべきであり、固定

資産の使用の実態に基づき、固定資産税の賦課期日において現に児童福祉施設として

使用されている固定資産をいうものと解するのが相当である（大阪地裁平成３０年９

月２６日判決、東京地裁平成２９年１月２４日判決、東京地裁平成２５年２月６日判

決に同趣旨の言及あり）。確かに、審査請求人は、社会福祉法人であり、Ａ施設整備

事業（以下「本件事業」という。）の対象者として選定されたことから本件土地上に

Ａ施設を建築しようとしていたことは認められるが、本件土地については、航空写真

のとおり令和５年１２月２３日時点において更地であったため、その数日後である本

件賦課期日時点においては、何らかの建物ですら建築されておらず、およそ現に児童

福祉施設として使用されていたとは認められないため、固定資産税の非課税を定める

法第３４８条第２項第１０号の３に該当していなかったというべきである。 

（２）また、固定資産税等の減免制度は、賦課処分が適法に行われた後に、天災その他特

別の事情による納税義務者の担税力の減少、公益上の必要性等に着目し、その税額の

全部又は一部を免除するものであるから、減免処分を行わないこと自体は、賦課処分

である本件処分の違法性又は不当性を基礎づける事情とはならない。本件事業は、尼

崎市が、Ｂの改善やＣの解消を図ることを目的として、設置認可を受けてＡ施設を整

備し、及び運営する事業（以下「Ａ施設整備運営事業」という。）を行おうとする法

人を公募し、その施設整備に要する費用の一部を当該法人に対して補助する事業であ

るところ、審査請求人は、自らの判断で、本件土地を確保したうえで本件事業の対象

者となるよう応募し、その選定を受けたことにより、交付される補助金を活用して自

らＡ施設整備運営事業による使用収益を行っていくのであるから、本件事業により審

査請求人の意に反して本件土地の利用が制限されているわけでもなければ、使用収益

が一切できなくなったわけでもない。本件土地は、条例第４８条第１項第５号の「公

共事業実施のため使用収益することができなくなった土地」に該当せず、本件固定資

産税等の減免要件に該当しない。 

 

 

理     由 

 

１ 法第３４８条第２項第１０号の３の非課税要件該当性について 

（１）法第３４８条第２項において、「固定資産税は、次に掲げる固定資産に対しては課
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することができない。」と定められており、同項第１０号の３において、「社会福祉法

人その他政令で定める者が児童福祉法第７条第１項に規定する児童福祉施設の用に供

する固定資産で政令で定めるもの」と定められているので、本件土地が同号の定める

「児童福祉施設の用に供する固定資産」に当たり、固定資産税等の非課税要件に該当

するか否かが問題となる。 

（２）土地に対する固定資産税は、土地の資産価値に着目し、その所有という事実に担税

力を認めて課する一種の財産税であって、個々の土地の収益性の有無にかかわらず、

その所有者に対して課するものであるところ（最高裁平成１５年６月２６日第一小法

廷判決）、法第３４８条第２項第１０号の３が、児童福祉施設の用に供する固定資産

に対し、固定資産税を課することができない旨を定めている趣旨は、児童福祉施設の

有する公益的な性質及び保育において果たす重要な役割に鑑み、児童福祉施設の用に

供する固定資産について、政策的な観点から、例外的に固定資産税を非課税とするこ

とにあると解される。 

   このような規定の趣旨に加え、納税義務の公平な分担等の観点も考慮すると、法第

３４８条第２項第１０号の３の非課税要件である「児童福祉施設の用に供する固定資

産」は、その文理に即して厳格に解釈されるべきであることから、現に遊戯や食事そ

の他児童福祉法の目的とする保育活動又は養育活動が実施されることが常態とされて

いる固定資産をいい、ここにいう「常態」とは、当該固定資産が間接的又は一時的に

そのような活動の用に供されることがあるというのでは足りないものと解するのが相

当である。 

   そして、法第３４８条第２項各号所定の固定資産であっても、当該各号に掲げる目

的以外の目的に使用する場合においては固定資産税を課する旨を定める同条第３項の

規定に照らすと、そのような固定資産に該当するか否かは、固定資産税の賦課期日に

おける当該固定資産の使用の実態に基づいて判断するのが相当である（東京地裁平成

２５年２月６日判決、東京地裁平成２９年１月２４日判決、大阪地裁平成３０年９月

２６日判決参照）。 

（３）これを本件についてみると、本件土地は、賦課期日である令和６年１月１日の数日

前である令和５年１２月２３日時点で更地であり、児童福祉施設の建物を建設中で

あってまもなく完成する見込みであるといった状況でもなかった。 

   したがって、本件土地は、本件賦課期日において、現に児童福祉法の目的とする保

育活動又は養育活動が実施されることが常態とされているとは到底評価できず、法第

３４８条第２項第１０号の３の定める「児童福祉施設の用に供する固定資産」には当

たらず、固定資産税等の非課税要件に該当しないと解するのが相当である。 

 

２ 条例第４８条第１項第５号の減免要件該当性について 

（１）審査請求人は、条例第４８条第１項第５号において、「公共事業実施のため使用収

益することができなくなった土地又は建物」について固定資産税を減免すると定めら

れていることから、本件土地が上記固定資産税の減免要件に該当することも、本件処

分の違法・不当性の根拠として主張していると思われる。 

   しかしながら、本件審査請求は、本件処分に対してなされたものであるところ、上
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記条例の定める固定資産税の減免制度は、本件処分である固定資産税の賦課処分が適

法に行われた後に、その減免要件の有無が判断されるものであるから、本件処分が、

上記条例の減免要件に該当しないことを根拠の一つとして行われたものでないことは

明らかである。したがって、仮に本件土地が上記の減免要件に該当するとしても、本

件審査請求に対する本裁決の結論を左右するものではないが、審査請求人の言及する

ところであるので、次のとおり本件土地が条例の上記減免要件に該当するかどうかに

ついて判断する。 

 ア 条例第４８条第１項において、「次の各号のいずれかに該当し、市長において必要

があると認めるときは、固定資産税を減免する。」と定められており、同項第５号に

おいて、「公共事業実施のため使用収益することができなくなった土地又は建物」と

定められているので、本件土地が同条項の定める「公共事業実施のため使用収益する

ことができなくなった土地」に当たり、固定資産税等の減免要件に該当するか否かが

問題となる。 

 イ 条例第４８条第１項第５号において、「公共事業実施のため使用収益することがで

きなくなった土地又は建物」について固定資産税を減免すると定めている趣旨は、同

項第３号及び第４号に掲げる場合と同様に公益上の必要性から、公共事業の実施によ

り、所有者が使用収益することができなくなった土地又は建物については、税の負担

の公平性の観点から、減免の対象としたものと解される。そして、同項第５号が、減

免という固定資産税課税の例外的な場合を定めていることに照らすと、減免の要件も

また、その文理に則して厳格に解釈されるべきである。 

   したがって、「公共事業実施のため使用収益することができなくなった土地又は建

物」とは、「公共事業」すなわち国や地方公共団体が主体となって公共の利益や福祉

のために行うインフラ整備事業等の実施により、同項第３号及び第４号に掲げる場合

と同程度に、その所有者が使用収益することができなくなった土地又は建物を意味す

ると解するのが相当である。 

 ウ これを本件についてみると、本件土地は、審査請求人が、本件土地において、自ら

が応募した尼崎市のＡ施設整備運営事業に則り、審査請求人自身がＡ施設を経営し、

使用収益を上げていくのであるから、条例第４８条第１項第５号の「公共事業」には

当たらないし、同項第３号及び第４号に掲げる場合と同程度に所有者が使用収益する

ことができなくなったと評価することもできない。 

   したがって、本件土地は、条例第４８条第１項第５号の定める「公共事業実施のた

め使用収益することができなくなった土地」には当たらず、固定資産税等の減免要件

には該当しないと解するのが相当である。 

（２）また、審査請求人は、本件土地に係る不動産取得税及び登録免許税は非課税となる

ことが予定されており、事実関係が同様である以上、不動産取得税及び登録免許税と

固定資産税等の取扱いが異なることは法の趣旨にそぐわない旨主張していると考えら

れる。 

   しかしながら、不動産の登記に係る登録免許税及びその取得に係る不動産取得税の

非課税要件に該当するかどうかについては、それぞれの税の内容・性質・趣旨によっ

て判断されるべきものであって、固定資産税等の非課税要件に該当するかどうかの判
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断基準が登録免許税等の非課税要件のそれと異なるからといって、法の趣旨にそぐわ

ないものではないと解される。 

 

３ 結論 

  以上のとおり、本件審査請求には理由がないことから、主文のとおり裁決する。 

 

 

付     言 

 

  審理員による審査の過程において審査請求人から審理員に提出された反論書によれば、

処分庁の弁明書の提出について、審理員が指定した期限から遅延し、結果、審査請求

人が本件に係る対応に時間を要した旨の指摘がある。この点、処分庁によれば、事務

処理に係る時期の集中等によることが主な要因とのことであるが、処理の遅延により

審査請求人の対応に負担をかけたことは誠に遺憾である。処分庁は、今後、このよう

なことがないように留意されたい。 

 

 

 

令和７年１２月９日 

 

審査庁  尼崎市長  松本  眞    


